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第１章 執行役員制度の趣旨



１ 執行役員制度とは

解 説

１ 執行役員と執行役員制度

会社法は、「重要な人事は、取締役会において決定しなければな

らない」と定めています。また、会社全体の業務を執行する者は、

代表取締役社長です。

取締役会において選任され、代表取締役社長の指揮命令を受けて、

本社部門、工場、支店、研究所などの組織の長として、その組織の

業務を執行する責任者を「執行役員」といいます。

執行役員の役割は、豊かな業務経験と強いリーダーシップにより、

本社部門、工場、支店、研究所などの組織の長として、会社全体の

経営方針を踏まえ、担当する部門の業務を執行することです。

取締役会において選任され、代表取締役社

長の指揮命令を受けて、本社部門、事業部門など、個々の

組織の業務を執行する責任者（執行役員）を選任する制度

を「執行役員制度」といいます。

最近、経営の効率化や意思決定の

迅速化などを目的として、執行役

員制度を導入する会社が増加しているということ

ですが、執行役員制度とはどのようなものですか。

第１章 執行役員制度の趣旨
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執行役員制度の概要

定 義
代表取締役社長の指揮命令を受けて、特定の部門の業
務を執行する者を選任すること

目 的 業務の効率化、意思決定の迅速化を図ること

役 割
特定の部門の業務を効率的に執行し、会社の業績に貢
献すること

権 限 担当する業務を執行する権限

選 任 取締役会

任 期 会社の自由（１年または２年としている会社が多い）

定 数 特に制限はない

執行役員は、会社法上の「取締役」ではありません。しかし、担

当する部門の業務執行権を与えられています。そして、その権限の

範囲内で責任を負います。

執行役員を選任し、代表取締役社長の指揮命令のもとに、本社部

門、工場、支店、研究所などの組織の長として、その組織の業務を

執行させる制度を「執行役員制度」といいます。

２ 執行役員の特徴

執行役員の特徴は、

・担当する業務の範囲が特定されていること

・重い業務責任を負っていること

・業務執行に関し、大きな権限を与えられていること

などです。

１ 執行役員制度とは
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２ 執行役員制度の効果

解 説

執行役員制度には、主として、次のような効果が期待できます。

１ 経営の効率化・意思決定の迅速化

現在、経営を取り巻く環境は、きわめて激しい勢いで変化してい

ます。このため、会社としては、環境の変化に即応して迅速に意思

決定を行うことが必要です。意思決定が遅れると、せっかくのビジ

ネスチャンスを逸することになります。

意思決定を迅速に行い、環境変化に即応するためには、業務の第

一線のリーダーに大きな権限を付与し、行動の裁量性を確保するこ

とが必要です。

執行役員制度は、本社部門、工場、支店、研究所などの責任者に

大きな権限を付与するものであるため、環境変化に即応し、組織と

しての意思決定を迅速に行うことが可能となります。これにより、

経営の効率化が図られます。

経営の効率化、意思決定の迅速化、業務執

行区分の明確化、取締役会の機能強化などの効果が期待で

きます。

執行役員制度には、どのような効

果が期待できますか。
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２ 業務執行区分の明確化

「会社全体の経営方針の決定と取締役の業務執行の監督」という

業務と「個々の組織（本社部門、事業部門）の業務執行」とは、本

来的に質の異なるものです。このため、それぞれの執行者を区分し、

責任の所在を明確にすることが望ましいといえます。

執行役員制度の導入により、

・会社全体の経営方針の決定と取締役の業務執行の監督を行う者

（取締役）

・個々の組織（本社部門、事業部門）の業務を執行する者（執行

役員）

が区分され、責任の所在が明確になります。

３ 取締役会の機能の強化

取締役会は、本来的に、「会社全体の経営方針の決定と取締役の

業務執行の監督」という業務を行う機関です。ところが、現実には、

個々の組織（本社部門、事業部門）の業務執行に係る事項も取り扱

っています。

経営を取り巻く環境が複雑化していることや、会社間の競争が激

しくなっていることを考えると、取締役会は本来の機能に専心する

ことが望ましいでしょう。

執行役員制度を実施することにより、取締役会は、「個々の組織

（本社部門、事業部門）の業務執行に係る事項の処理」から解放さ

れ、「会社全体の経営方針の決定と取締役の業務執行の監督」とい

う本来の業務に専心することが可能となります。

２ 執行役員制度の効果
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図表 執行役員制度の効果

・業務執行に係る意思決定を迅速に行える

・部門の最高責任者（部門長）の責任と役割を明確にできる

・部門長に大きな権限を付与するので、業務執行意欲を向上する
ことができる

・取締役会の機能と役割を純化することができる

・経営環境の変化に迅速に対応できる
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